平成21年度　第2回瑞穂市農産物販売所審議会　会議録

日　　時
平成21年8月26日（水）　午後３時から午後５時

場　　所
瑞穂市役所巣南庁舎　3階　3-1会議室
出席委員
会長　小畠　信史

副会長　福野　寿英


　　　宇野　あきゑ

　　　　山本　惠子


　　　井本　幸子

　　　　北川　利子


　　　小寺　徹
欠席委員　
　　　天羽　茂喜

　　　　小川　勝範


　　　矢野　幸子
参考人
瑞穂市農産物直売所実験研究委員会 委員長 伊藤　義孝

事務局
商工農政課長　林　良美

商工農政課主査 佐藤　文行

傍聴人
０人

1. 会長あいさつ

2. 傍聴について
3. 審議内容
瑞穂市農産物直売所の現状について
（会長）
　第三者の立場で会長いう重責を担わせていただく事になりましたが、皆様のご協力を得て、有意義な答申をまとめていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
　
　早速ですが、日程的な事を考えさせていただいたのですが、今日が第２回で、第３回が9月30日、第４回が10月28日、第５回が11月25日でこれが最終回という事です。そうしますと11月の第５回には答申書のたたき台ができていて、こちらの方の審議を実質的に始めなければなりませんので、実際に審議ができるのは第４回までという事になります。
　
　賛否両論いろいろご意見あるかと思いますので、限られた回数の中で効率的にやっていくにはどうしたらいいか、という事を考えさせて頂きまして、まず、今回につきましては、現状を知らない事には何も前に進めないという事で、今回、なるべく皆様方の意見を出して頂き、且つ、実際に携わっておられる方の意見をお聞きしよう、という事で、直売所の運営に携わっておられ方をお招きして、尚且つ、皆様の方に事前に質問意見等がないかを郵送でお聞きしてという形で進めさして頂く、という手順を踏まして頂く事にいたしました。


　審議会の傍聴の方はいらっしゃいますか？

（事務局佐藤）
　本日はいらっしゃいません。

（会長）
　傍聴希望者の方もいらっしゃるという事もお聞きしておりますので、今後、審議会の傍聴についてという事で、一枚めくって頂きまして、瑞穂市の審議会等の要綱の第４条 審議会等の公開ということで、「審議会等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次のいずれかに該当する」ということで、特に問題となるのは「（2）会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害される・・・」の項だと思うのですが、こちらに関しては、私の方は特に問題ないと思いますので、もし、希望者がいましたら、傍聴を認めるという事でよろしいでしょうか？

（各委員）
　よろしいです。

（会長）
　では、今後もし、希望者の方がいらっしゃいましたら傍聴を認めるという事にさせて頂きます。

　続きまして、審議に入らせて頂きたいと思います。まず「①質問票の「ご意見」から」、「②質問票の「質問内容」から」となっておりますが、もう一つ別の委員会があり、委員の中に、別の委員を兼ねておられ方がお見えになるとの事で、この順番にさせて頂きましたが、幸いの事に、前の委員会が早めに終わりまして、普通の手順のですね、販売所に関わってらっしゃる方にいろいろ現状をお聞きして、そこから議論を進めるという形が取れるようですので、②を先にさせて頂きます。

　事前に皆様にお配りした質問票の中で、実際に関わってらっしゃる方にお聞きしたい事が何かありますかとお聞きしましたところ、北川様の方から「生産者（出荷者）登録はされているが、実際何人が出荷されているのか、当初からコンスタントに出荷されているのか、教えてください。」という事で、ご質問頂きました。北川様、もし、もう少し詳しく説明される事がお有りでしたら、どうぞ。

（北川委員）
　登録がされているのですが、出荷されていない方というのがかなりみえるとお聞きしておりますので、どの程度の方が、何人くらいの方が出荷されているのか、というのを、登録上ではなく、実際に出荷されている方が何人いるかをお聞きしたいと思います。
（伊藤参考人）
　登録者は約100名です。そのうち、コンスタントに出荷されている方は、35人程度がコンスタント。後は、バラバラなんです。

（会長）
　季節的に、いつも春は出して頂けるような・・・。
（伊藤参考人）
　春、出してもらったり、そういうバラバラな方が、35名以外の方はそういうバラバラな方です。
（会長）
　続きまして、宇野様の方から「生産者の結束が大切と思いますが、『売れないので納入するのも迷う』と聞きました。生産者の自立しようとする構えが必要だと思いますが。」というような、ご意見も兼ねたご質問なんですが、宇野様、補足説明をお願いします。

（宇野委員）
　生産者の方にお尋ねしてみました。やっぱり、少しの物を持ってきてそれが残るという事でしたので、それで、売れる方へ持って行くと、売れる方というのはフレッシュマートへ出すという事を聞きましたので、なるべく皆さんで努力をしたのなら、こちらの方へ出して頂かなければいけないわね、と、近所の方でしたので、お尋ねしながら意見を聞いてみました。
（会長）
　今のご質問・ご意見につきまして、何かコメントがありますか？

（伊藤参考人）
　やはり売れ残る場合、午後12時30分に引き上げに来なければならないのが難点であるので、夜まで営業すれば売れる可能性もあると思いますけども、今のところ、午後12時30分までですので、どうしても残ると引き上げに来なければならないという難点があります。

（会長）
　予想で結構なんですが、一日営業したらかなり売れ残りは減りそうなんですか？

（伊藤参考人）
　一日やったら、多分、残らないと思うし、売れる日は午前10時頃売れてしまって（品物が）無いという場合があるので、非常に困るのです。またお願いしても持ってきてもらえないし、そういう点も困っています。
（会長）
　ありがとうございます。続きまして、井本様の方から「巣南の役場に向かう東西の道路沿いで、100円で売っていた方々は実際に今の直売所に出荷していますか。」というご質問なんですが、井本様・・・。
（井本委員）
　直売所を始めたきっかけが、東西の道の交通の危なさっていうか、それで、その方々がそこでやるよりという事で、直売所を作ったという話を聞いたので、実際、それらの方々が本当に出荷されているのか、という事と、まだ、東西の道で出して見える方がいるので、全くニーズというか、目的とは違う方向での場所になっているのかということをお伺いしたかったのです。
（伊藤参考人）
　残念ならながら、道路端で売ってみえる方も出してもらえるけれど、たまたま一ヶ所、10日毎にやってみえる方は、残念ながら登録はしてあるけれど1回も持ってきていただいていません。他の小さい方はここへよく持ってきていただいています。
（井本委員）
　両方みえるという事ですね。

（伊藤参考人）
　ここが終わってから向こうで売られる事はあると思います。
（会長）
　ありがとうございます。事前に寄せられた質問はこれだけなんですが、せっかくお忙しいところをお出で頂いておりますので、それと最初申し上げましたように、現状の問題点を洗い出す時間は限られておりますので、特に実際に販売所に携わっている方にいろいろ質問をぶつけられる機会は、これを逃しては無いと思いますので、皆様方の方から何かご質問ご意見等ございませんか？
（山本委員）
　生産者の登録者数の中には、瑞穂市以外の方がいらっしゃるようにお聞きしておりますので、瑞穂市以外の方は何人いらっしゃるのですか？
（伊藤参考人）
　生産者の方で瑞穂市以外の方は、たまたまほうれん草が出てこないので、斉田の方に１人お願いをしております。
（山本委員）
　それ以外は？

（伊藤参考人）
　切花があんまり出なかったので、斉田の方に1回お願いをして出して頂いた事があるけど、現在は出てません。ほうれん草だけはコンスタントに毎日出してもらっています。
（会長）
　その他にご質問・ご意見はございませんか？

（山本委員）
　今日の資料に入っておりますが、5月から人件費がかなり膨らんでいるようにお見受けするのですが、これは営業の時間が長くなったからこうなっているのか、もしくは、開催日が増えたから、もしくは、人数が増えたからとか、膨らみの原因を教えてください。


　それから、もう数年この場所でやってらっしゃると思いますが、今までは生産者に目を向けた取組が主だったようにお聞きしますが、この何年かで、消費者の方の意向なり、何かそういうものは掴んできているのか、をお聞きできたらと思います。
（伊藤参考人）
　これは、週２日営業のものが週5日営業になった関係上、人件費が膨らみました。
（山本委員）
　後、生産者だけではなくて、消費者の方の動向等の動きは、どこかで何か掴んでいるのですか？

（伊藤参考人）
　そういう事が知りたいということで、今月の8日9日にアンケートを行いました。それと、消費者の方がどこからみえたのかをお聞きして、そうしたら、たまたま、旧巣南と旧穂積の方が半々でした。

（山本委員）
　巣南と穂積で半分ということですか？もしくは、全部の中で半々ということですか？

（伊藤参考人）
　2日間にみえた方にアンケート頂いた結果が旧巣南・旧穂積半々だったという事です。

（事務局佐藤）
　事務局の方から補足説明をさせて頂きます。今、伊藤さんが言われたのは、今月の8日9日に行われました直売所の販売促進イベントにおきましてアンケートを、お客様アンケートという形で、取らせて頂きました。全部で113名の方にご回答頂きまして、その内、69.6%が瑞穂市からお買い物に来ていただいております。で、その69.6%の方に市内のどの地区にお住まいですかというふうにお尋ねしましたところ、旧巣南と旧穂積に在住している方がちょうど同数という事で、半々という形になりました。以上です。
（会長）
　アンケート結果の方を次の②で出すかどうか、迷っていたのですが、どうしましょうか？

（事務局佐藤）
　皆様方より、提出を求められれば、即ご用意させて頂きます。

（会長）
　もし、アンケートを踏まえてご質問を、という事でしたら、配らせて頂きますけど。

（各委員）
　お願いします。

（会長）
　では、資料の準備ができる間も、質問がありましたら・・・。

（井本委員）
　午前１０時で売り切れてしまう事があると言われましたけれど、私がたまたま伺った時は、チラシを配った時みたいで、ちょうど午前１０時くらいでしたかね、行ったらもうほとんど品物が無くて、「今日また、ぜんぜん無いね。」と言ったら、佐藤さんがみえて、「今日はチラシも配ったし、粗品もあって・・・。」という事で、売れきれてしまう時は顕著にそういう事があるというか、催し物とかチラシを配ったという事がある時がほとんどなのか、それとも、例えば、苺があるとか特別な季節に限っているのか、なにかそういうはっきりとした理由みたいなものは、見えるのですか？
（伊藤参考人）
　何も表示してませんで、たまたま生産者には「無くなるで出してくれ。」とお願いしますが・・・。

（井本委員）
　その午前１０時に売り切れた時は、チラシを配っている時がほとんどとか、という事では無く？
（伊藤参考人）
　そういう事では無く、平日でもなんです。平日でも午前１０時頃にぜんぜんもう売り切れて、売るものが無い事が度々あるので、生産者の方に「もっと出してくれ。」とお願いはしているのですが、今日は、最後まで居なかったので、分かりませんが、今日は多分残ったと思います。「今までの倍、出してもらわないと、どうにも困る。」と言って、生産者の方にお願いしてあったので、今日は残っていると思います。
（井本委員）
　分かりました。

（山本委員）
　大変ご面倒かもしれないですが、必ず資料があるときは、売上高とか、金額では出ますけれど、引き取りに来て頂いた量があるのか、無いのか、そういう事も大事なデータになるのではないかと思うのですが、そういうものを金額に表すとか、何かにして頂かないと、これでは全く掴めないと思うのですが・・・。
（伊藤参考人）
　今から１週間ほど前は、１週間くらいの間、ささげが１把の日もあったし、５把の日もありました。そういう具合で、決まった品目が多く出た時に多く残ります。
（山本委員）
　でも、そういう物を売れ残った金額として、それだけの生産者・これだけの出す量があったのに、これだけしか出せなかったという、合計を書いて頂ければ、もう少し消費者・生産者の両方の額が分かるのではないかという思いがあるのですが。
（伊藤参考人）
　これからやってみます。

（会長）
　勘なんですか？データを集めることが。
（伊藤参考人）
　データを集めるというか、その日によって消費者の動向は違うので。

（会長）
　ですので「これだけあれば売れたはずだ。」とか、そういう数値は出るのですか？

（伊藤参考人）
　それは出ないと思います。今、山本委員がおっしゃられたのは、量があったので、その残った分が売れてしまうといくらになるか、というお話だと思います。

（会長）
　それでは、売れ残りに関してはある程度、把握できる？

（伊藤参考人）
　はい、売れ残りに関してはある程度、把握できます。毎日、付ければ把握できると思います。
（小寺委員）
　毎日、どの品物がどれだけ売れたか、ということはバーコードを調べれば分かりますよね。

（事務局佐藤）
　販売実績は分かります。

（伊藤参考人）
　残った分はわかりません。

（井本委員）
　バーコードで分からないのですか？
（事務局佐藤）
　バーコードでは、分からないのです。というのは、普通のお店では商品の入荷処理をしますが、農産物直売所では、出荷された農業者の方が毎日バーコードを作成するのが、手間になるので、一度に大量のバーコードを作成しています。ですので、そのバーコードの作成数をそのまま入荷数としてカウントしてしまうと、実際の入荷数と差異が出てしまうので、現在のシステムでは、分からないのです。
（井本委員）
　午後12時30分に生産者が引き取りに来ると言われたのですが、それは、売れ残りが無い生産者の方はみえないですか？
（伊藤参考人）
　いや、売り切れても全員の方が見に来ます。

（会長）
　そうしますと、引き取りというのが、かなり重要な事になっているようなので、とりあえず、動向をしばらくの間、調査していただく事は可能ですか？

（伊藤参考人）
　表を作ってやってみます。

（会長）
　それでは、残品の動向は次回に出して頂く事にしまして、資料方の説明をお願いします。
（事務局佐藤）
　北川委員より、仕入品の割合について資料の提出を求められましたので、営業開始から今年7月までの売上金に占める仕入品のデータをグラフにまとめた物をご用意しました。仕入品というのは、消費者の方の便宜を図るために直売所の予算で購入し、販売している物を言います。次に販売点数に占める仕入品の割合をグラフにまとめた物をご用意しました。どちらも大よそ2割以内ですが、2月～4月にかけて、仕入品の割合が増加しておりますが、これは、市内産の苺を、瑞穂市苺振興会より買取したためでありまして、特別に多く仕入品を入荷したわけではありません。

　次に、人件費について資料の提出を求められましたので、開店当初からの人件費についてグラフにまとめました。人件費は大きく分けて2種類ありまして、1つは、出荷者が当番でお店のお手伝いをして頂いておりましたので、その手当でございます。2つ目は、レジ係りの方のバイト代でございます。今年の4月以降急激な伸びを示しておりますが、これは、4月より営業日数及び営業時間が延長されたことによる、人件費の伸びであります。以上です。
（会長）
　これが現状という事ですね。この現状を踏まえてご質問して頂いて、現状に対する理解を深めて頂くというのが、今日の大きな目的ですので、どなたか質問はありますか？
（山本委員）
　今、仕入品と委託品があるとの事でしたが、仕入品は売れ残らずに売ってしまったのか、それとも売れ残ったのか。売れ残ったとしたらそれは引き取りという形をとられたのか？

（伊藤参考人）
　仕入品は日持ちのする物を仕入れいていますので、その日に売れなくても次の日に売れる物を仕入れているので、残っています。

（山本委員）
　先ほど、苺は仕入品という説明があったが、苺は日持ちしないと思いますが・・・。

（事務局佐藤）
　補足説明させて頂きます。苺は全てその日で売り切ってしまっています。

（山本委員）
　定価でですか？

（事務局佐藤）
　売価そのままで売り切っています。苺については、平日・休日といったものを勘案しながら、伊藤さんをはじめ、スタッフで仕入数を毎回変動させて、毎日売り切っていました。売り切れる量しか仕入れていないということです。それ以外の仕入品としては、お漬物であったりとか、漬物の元とか、そういったものです。
（会長）
　他にどなたか、質問はありませんか？
（会長）
　今は何人規模で営業しているのですか？

（伊藤参考人）
　レジ２人と私と、毎日ではないけど当番の方が、8月末までは出てもらう事になっています。当番は毎日決まっているけど、出てもらえない方もあります。３分の１は当番に出てもらえないので、ほとんど３人から4人でやっています。

（会長）
　３人から４人で運営の方は、全部賄えるのですか？

（伊藤参考人）

　今のところは何とかやっています。忙しい中でもやっています。
（会長）
　それは、売るだけの事ですよね？

（伊藤参考人）
　いや仕入もやっています。午前7時30分には生産者も来るので、8時くらいまでは、生産者に「物を増やしてくれ。」とか話しています。

（会長）
　例えば、こういうアンケートとか、イベントをやるときとか、こういう公的に場に提出される資料の作成とかはどうしているのですか？

（伊藤参考人）
　売り上げとアンケートは、今のところ、役所におんぶなんです。今考えているのは、月・火曜日が休みですので、その間にパートでやってもらえないかな、と考えています。

（山本委員）
　それは無理です。週休２日ですから。同じ人というのは無理です。

（伊藤参考人）
　同じ人でも、同じ週に出てない、当番が当たっていないレジ係りの方にお願いをしています。

（会長）
　今、人件費の中で担当を組み替えたりする事で、工夫して何とかやっていけないですか？

（伊藤参考人）
　今の人件費と言っても、私は一銭も貰っていませんから。完全なボランティアです。何の手当ても貰っていませんから。まあ、だいたい帰るのが午後1時30分頃ですから、弁当持って出ています。

（会長）
　ただ、ボランティアを前提に、という話ではいかんと思うのですが。

（伊藤参考人）
　それは、実験研究委員会の間は仕方がないと思って、ボランティアでやっています。ここで認められて第三者機関か何かになれば、有給でも構いませんが、今のところでは補助金が少ないもので、完全にボランティアでいかないとやれないのです。

（会長）
　では、現実に、もし普通に給料出してやるとしたら、今の規模を維持するのに、どの位の人数がいるのですか？

（伊藤参考人）
　計算した事もないので、完全に端から、これを生産者のために成功させようと思って、私は賃金の計算をした事がありませんので。
（会長）
　ただ、運営していくとなると、今の規模で、男手何人、女手何人、専従が何人、パートが何人というような事は考えていませんか？

（伊藤参考人）
　今の規模では、成り立たないと思います。この売り上げでは生産が合わないと思います。ここで認めていただいて、場所を市が提供してもらえれば、月に1000万円くらいは売り上げたいと思っています。そうすればスタッフも4人・5人いても成り立つと思います。

（山本委員）
　商品が午前１０時頃に無くなってしまうことがあると聞きましたが、それからレジの方はお休みですか？

（伊藤参考人）
　時間表示がしてあるからには、お店を閉める訳にはいかないので、お客様にも頭を下げて、お断りして時間いっぱい開けています。多少なりとも商品はあるので。完全に商品がなくなるわけではなく、明日まで残しても良い商品があるので、何にも無くなれば閉店する事もできますが。
（山本委員）
　逆にそういうのがあるので、がっかりするので、生鮮品が無くなった時点で閉店してしまえば「今度からはもうちょっと早くいかなきゃな。」と思うかもしれないし、行って無かったというのがつらいですよね、消費者にとっては。
（伊藤参考人）
　それで消費者の方にはお断りをして、次から早く来てくださいという事で。

（山本委員）
　ですから、無駄な人件費が多少かかっていますよね。それはカットする方向があってもいいかな、と思います。

（会長）
　それでは、現場の責任者の方が想定している将来像というのは、1000万円／月の売り上げというのは、どこにどう進出したら可能とお考えですか？

（伊藤参考人）
　まず、バイパス沿いに出たら、問題無く1000万円／月は売れると思います。
（井本委員）
　生産者の商品の納入の量ですけれど、先程、生産者に「もっとたくさん持ってきて。」とお願いしているとの事でしたが、1000万円／月という事は、その分生産者の方が商品を持って来ていただけなければならないですよね。それは見込めているという事ですか？

（伊藤参考人）
　現在の場所は、場所が狭いので、どうしても出荷登録者がフレッシュマートに出荷してしまいます。瑞穂市の直売所に出荷しても「午後12時30分には取りに行かなければならい。」と、出荷者が思っているので。
（井本委員）
　生産者の方々の中には、本当はもっと出荷したい方がいるということですか？

（伊藤参考人）
　はい。それでやはり、ドンドン売れる店を作って、生産者の方々にご協力頂かなければならいと思います。

（宇野委員）
　生産者の活性化をねらいとしているのですよね。それで消費者が喜べば良い、ということですよね。場所が一番の原因だと思います。ちょっと消費者の方に聞いてみました。穂積の方の人に聞いてみました。「もし、この近くで安くておいしい直売所ができたら、どうですか。」「それりゃ、買い行くわ。」と言う人が多いです。そうするとこの田舎の中で、いくらお店を出して「いらっしゃい、いらっしゃい。」と待っていても、やっぱり消費者の多い所、そこに出て行かれるのが一番いいかな、と思います。
（伊藤参考人）
　私もそう思って、先程、そういう提案をさせて頂いたのですが、バイパスまで行くと旧穂積の方が近くなるので。

（宇野委員）
　今の商工会のあの辺で、あの近くなら絶対良いと言われるのです。

（伊藤参考人）
　消費者が増えれば、問題無く売り上げが上がる、そうすれば生産者も協力してもらえると思います。

（宇野委員）
　もとは生産者の活性化という事でやっていると思うので、売れなければ意味がないですよね。生産者の方が、小松菜だったかな、「10束持って行ったら10束残っている。」と言われていた。それでは行ったり来たりするだけの無駄が多い。という事で、フレッシュセンターに持って行ってしまう事が起きてしまうのではないでしょうか。
（伊藤参考人）
　そうです。フレッシュセンターに持って行けば、取りに行かなくても良いと、ただし、1日置いておいても売れない場合はペナルティーがあるそうですが、ほとんど売れてしまうので、ペナルティーの1回程度は問題ないという話を聞いています。という事で、せっかく出荷してもらった物は全部売り切りたいと思います。

（会長）
　バイパス沿いに競争相手となる店はないのですか？

（伊藤参考人）
　無いと思います。バイパス沿いにはそういう店舗はないと思います。

（会長）
　1000万円/月を売り上げた場合、1ヶ月の粗利はどのくらいとなりますか？
（伊藤参考人）
　約150～180万円は利益が上がると思います。

（会長）
　販売等のスタッフの人件費はどのくらいを見込んでいますか？

（伊藤参考人）
　パートなので、今の状況のままであれば、そんなに掛からないと思います。（事務局に対して）今のパートは一人/月いくら掛かっていますか？

（事務局佐藤）
　資料中にあるレジ係り人件費の半額となります。
（各委員）
　半日勤務なのに意外と高いですね。

（伊藤参考人）
　半日勤務ではないのです。営業は午後12時30分までなので、それから店の片付けをして、私が帰るのが午後1時30分くらいで、その後、売上計算等をしているので、午後2時から午後2時30分くらいになります。

（山本委員）
　でも、高いですよね。

（会長）
　パート４~５人で良いのですか？専従職員も必要ではないですか？

（伊藤参考人）
　最初はパートで人件費を安く上げないと。
（会長）
　責任者の方は、また、ボランティアという想定ですか？

（伊藤参考人）
　そうなれば、1日になるので、私は安くても給料を頂きます。

（会長）
　どのくらいですか？

（伊藤参考人）
　その時の収入によって決めます。今からいくらとも言えないので。

（小寺委員）
　常設となれば常任の店長が必要ですよね。

（会長）
　独立で営業するとなると、裏方というか、帳簿を付けたり、資料を作成したりする目に見えない経費が、凄く掛かるような気がします。

（伊藤参考人）
　完全に1人掛かると思います。

（会長）
　元々が「独立採算制について」という諮問ですので、どうしてもそこが気になるのですが。

（伊藤参考人）
　完全に１人専従が必要となると思うので、25～30万円の月給が必要だと思います。

（会長）
　バイパス沿いのお店で、月1000万円の売上で何坪ぐらい必要ですか？

（伊藤参考人）
　駐車場は別で、80～100坪程度は必要だと思います。
（会長）
　駐車場込みだとどれくらいですか？

（伊藤参考人）
　その４～５倍は必要だと思います。

（会長）
　その他にありますか？

（山本委員）
　前回の審議会の中で、移動の車で販売している例があると聞きましたが、どなたの話でしたでしょうか？

（伊藤参考人）
　商工会の方だったと思います。

（事務局林）
　宮崎県にあるそうです。第４日曜日だけ、軽トラックに品物を積んで、くじで抽選で、80台の限定で、結構要望があったので、（台数を）倍に増やしたそうです。

（小寺委員）
　それは個人で売るわけですね。

（事務局林）
　その通りです。

（小寺委員）
　それは場所提供だけやね。

（会長）
　他に何かありますか？

（井本委員）
　私、資料を全部読んで来たのですが、今どこに記載があったのか記憶がないのですが、直売所を運営するにあたって、土地は市の提供ではなかったですか？運営はJAと共に、というような記載があったと思うのですが。独立採算制というお話が出ていましたが、全部自分たちで運営するという事ですか？そうすると簡単に言うと自分たちでスーパーを開くと言うことですよね。
（伊藤参考人）
　全部、生産者でやるということになると、とても無理です。

（井本委員）
　ですよね。今のような小さい規模で2～4人くらいが働いてみえるのですが、とてもスムーズでは無いのです。1000万円/月売り上げる店をやるとなるともう少し色々なシステムを整えないといけないと思います。そこまでの大きな事を考えていたとは、思っていなかったので、どちらの方向に向かうのかを考える段階だと思っていましたので、具体的にそれぐらいの事を思っているという事に驚きました。JAは関与しないのですか？土地は市の提供ですか？どこか前回の資料にありませんでしたか？
（事務局佐藤）
　それは、平成17年度に瑞穂市農業振興会に、直売所の調査研究委託をお願いしたのですが、その農業振興会の答申の中で述べられていると思います。瑞穂市の方針として出したものではありません。これは、あくまでも瑞穂市農業振興会のご意見ということです。

（井本委員）
　では、この瑞穂市農業振興会さんからのご意見に対して、市としてはどういう方針なのですか？

（事務局林）
　バイパス付近に市有地があれば利用は可能であると思いますが、それは、調査しないと分かりません。
（事務局佐藤）
　順番としましては、平成17年度出された報告書に基づき、JAぎふ巣南支店の南側で実験販売をして、各種のデータを収集し、今回の審議会において皆様方のご意見をお聞きしているという状況です。これから皆様のご意見をお聞きしまして、市としての方針を決めさせて頂くことになります。

（会長）
　中間報告書までは出て「現状はこうですよ。では、どうしましょう？」という段階ということです。

休　　憩

（会長）
後半は、各委員さんのご意見をお伺いしたいと思います。まず、予めご提出頂いたご意見をご紹介したいと思います。まず、北川様のご意見ですが、「出荷者の方が意欲的に出荷され、存続して欲しいという意見を耳にしますが、建物に伴う条件があり、取扱品目も制限されています。品物が無ければ、自然と客足が遠のいてしまい、売上減となり、現時点の状況を伺うとこのままではと思っています。」ということですが、北川様、補足説明はありますか？
（北川委員）
　出荷者の方が熱心に出荷されている様子を見ていますが、現在の土地は建築物の建設に制限があると伺っていますし「テントでの販売なので、加工品等が販売できない。」と伺っております。販売点数が少ないとお客さんの来店が、自ずと減ってしまいます。すると売上額も減少するということになってしまいますので、どうかな、っていうことです。
（会長）
　続いて、井本委員のご意見です。「直売所を、利益を目指して設置するのか、季節の物を新鮮な状態で安く届けるのか、どちらに重点を置くかで今後の検討事項が全く変わってくると思います。」と続きますが、ご本人様から補足説明して頂いた方が良いと思いますので、よろしくお願いします。

（井本委員）
　まず、瑞穂市がどういう気持ちでいるか、前回、市長さんがおみえになったので、市がもっと関わってくると思っていたのですが、実際今日の話を聞くとそうでないと言うことで驚いたのと、JAの方はフレッシュのように一緒にやって行くというか、瑞穂市が直売所をやるときには、JAとの協力とかは考えているのですか？全く農業者の方だけで、フレッシュと同規模の店舗の運営を考えているのですか？
（伊藤参考人）
　市とJAは性格上、全く別のものであると思います。ただ、ご協力は願わなければならないと思います。私は一生懸命なんですが、市の方はそれだけ真剣に考えてくれるかどうかだけだと思います。私は考えてくれるものと思って、これだけ真剣になってやっているのです。

（会長）
　北川委員、何かございますか？

（北川委員）
　申し上げにくいのですが、当初は仕入等でお手伝いをしていまして、現在に置いても、事務的にバックアップはしておりますが、本来であれば、フレッシュがありますので、フレッシュに出して頂く方が有難いです。
（会長）
　続きまして、宇野委員のご意見です。「生産者の皆さんで、イベントを行って知名度を上げる。」「消費者としては、何でも揃う買い物場所を求める。」「瑞穂市はスーパーが多い為、『地産地消・安心安全・低価格』理解しているが、いざとなると矛盾していると思う。」「生産者の皆さんが『やりがい』を求めて頑張って欲しいと思います。」ということですが、宇野委員、補足説明をお願いします。

（宇野委員）
　「意見」と言われて、何を書けばよいか、考えてしまいましたが、今までお話を聞いておりますと、JAと瑞穂市の農産物直売所はかけ離れていて、税金を使って運営しているという事を知りまして、支援されているにもかかわらず、生産者はあまり力が入っていないなあ、と思います。スーパーでも「地産地消」に力を入れてやっている中で、消費者が出向いて来てまでのメリットが薄いと思います。生産者の方々がしっかり組んで、「自分たちでやって行くんだ。」という意気込みが無いと、ここにいる者としては心配やら不安やらを感じています。直売所はバックにJAが居て、みんなそこへ持って行くだけ、売れなかった分は取りに行く、割と安易でしょ。自分のお金が多いか少ないかだけ。後はみんな「お任せ。」でやって行けるでJAというところは。自分たちで経営して行こう、と思ったら並大抵の努力ではできないですよ。それで、とりあえずイベントをやったりして。この前、チラシが入っていて「頑張っているなあ。」と思たりしていましたが、出荷される方のご家族の方が、フリーマーケットとか何かやりながら、応援しながら、活性化を図っていただきたいと思います。
（伊藤参考人）
　8月8日・9日のイベントでは「おやじバンド」をお願いしていたが、他に先客がありできませんでした。しかし、次回は「おやじバンド」をお願いしてあります。
（宇野委員）
　広域に宣伝して頂いて、場所を知って頂かなければなりませんね。たまたま通りがかったお客さん相手ではダメですよね。

（伊藤参考人）
　現在の場所は、川の向こう側で、桜も植わっているので（道路から）見にくいですよね。それで、先ほどから提案をさせていただいておる訳です。現在の場所ではとても成功できませんから。

（宇野委員）
　すばらしいですね。それでは、お手をお挙げにならないように。

（伊藤参考人）
　私は、絶対に手を挙げないつもりで、先ほどから提案させて頂いたのです。

（会長）
　副会長さんご意見はありますでしょうか？

（福野委員）
　どういう話をしていいか、分からないのです。と言うのは、後2回でまとめなければならない訳ですが、という事は、次の回に方向を決めなければならいという事です。方向を決めるという事はどういう事かと言えば、「やれるようにするか。」「難しい。」のか、どちらかに方向を決めなければならない。答申を出すという事は「やれる」なら「やれる」ように答申を出さなければならない。しかし、「やれる」という事は、「やったらいいよ。」と言うのと「やれる」という事とは別問題です。「やったらいいよ。」という答申の出し方もあるのか、「やれる」ように答申を出さなければならないのか、皆さんのお話を聞きながら考えていたのですが、現実、最終的に来るのは受け皿、つまり「誰がやるのか」という事になってくると思います。農協さんが受けてくれれば、それなりの経営をしてくれるが、色々な事例を見ると地元の農産物だけで経営が成り立っているという所は、それなりの規模です。あまり大きい所はありません。地元の農産物だけでは、人件費を払っていけないと思います。そこで、経営ができるかというと、よほど規模が小さいものなら出来るかなと思いますが、みなさんどのようなイメージをお持ちであるか、分かりませんが、スーパー、要は生産者と消費者でしょう。生産者は野菜の事だけなんですが、消費者というのは、すぐそばにあった方が良いに決まっているので、購買力のある場所を設定しなければなりません。それで、行政として最大限何が出来るか、考えていましたが、場所の提供と店舗の提供までかなと思います。だけど「その経営は自分でやりなさい。」と言うに決まっているし、そうでないとあり得ない。市が経営する訳にはいかないと思います。利益を得るということは、税金を使かってやる事では無いと、私にはそう思えます。ですので、最大限、行政に「おんぶに抱っこ」をやりからかしても土地や駐車場やらは他力本願で考えて、建物も何とか考えてもらってやるにしても、ただ、収益を得て行くのは、経営をしていく「受け皿」の人達であると思います。その「受け皿」を「誰が受けられるか？」という事です。それを考えると私は意見が言えないのです。最後に聞きたいのは「見込みはどう？」ということです。
（伊藤参考人）
　私は、全財産投げ打ってでも、成功させようという気構えでおります。

（福野委員）
　私はその辺のところが本当にどうなのか、という事を自分達も腹を据えて考えないと、無責任な意見は言えないな、と思います。

（伊藤参考人）
　消費者の方には、そこに来たらそこで全て間に合うように仕入もしなければならないと思います。消費者を満足させるためには商品は揃えなければならないと思います。
（福野委員）
　そうなるとスーパー的な要素が必要になる、消費者を満足さるためには、そうしないとダメですよね。そうなると仕入があって、経営をやらなければダメという事になりますよね。経営的要素が絶対に入ってきますよね。そうなると規模がぜんぜん違うので、消費者を満足させるためには、ちょっとした直販所という感じではないよという事を考えなければいけないですね。
（伊藤参考人）
　どちらかというとスーパー的に、農協さんの「フレッシュ」とか「おんさい広場」のような感覚でやらなければならないと思います。

（福野委員）
　そうなると経営ができるかという事を考えながらやらないと・・・。
（井本委員）
　私は、農協さんと・・・。
（福野委員）
　農協さんとタイアップできていればいいけどね。

（井本委員）
　農協さんが来てみえるのは、それがあるからだと、勝手に思い込んでいたので、それを確認したかったのですが、先ほどそれを確認して、農協さんとしてはやらない方針なんですよね。

（小寺委員）
　農協の事について、私は柿振興会の会長もしているので、先日、JAぎふの組合長と各振興会の会長の懇談会があったのですが、その時に「瑞穂市では直売所の実験販売をやっており、審議会も開催されているが、将来的には農産物直売所を作っていきたいという意向もあるので、農協に支援を」と要請しました。答弁は、「農家の方々には儲けてもらわなければならない。そのために一生懸命支援します。そのためには200名くらいを組織をして、品物を豊富にして、生産組織も作って頂きたい。」という事でした。ですので、我々の条件を作る事と農協の条件を一致する方向に持っていけば、農協は「知らないよ。」とは言ってられないと思います。ただ、今は、規模は小さいし、採算が取れるか分からないし、農協さんとしてはどこまで関与していいか、はっきり言えないと思いますが、そういうことで、これから議論をしながら、農協さんにも支援をお願いする方向で考えていかないといけないと思います。
（北川委員）
　「おんさい広場」では、農業者の方にいろいろな品目を栽培して頂く、契約栽培をしています。200人程度の会員を募ってやっています。地域的に「何を作ってください。」とお願いしてあって、コンスタントに出荷して頂く契約をしています。そういう努力を農協はしています。だから、もし、瑞穂市で直売所をやるという事なら、生産者の方が自家消費で余った物を生産するのではなくて、契約的に栽培していかないと、絶対に消費者の方は離れます。商品がないですから。その分を仕入れるとなってしまうと何の意味もないです。地産地消という関係で、やはり契約栽培をしていかないとダメだという事で、農協側も補助等をして、全体的に地域の特産品とかで手を入れていますが、「おんさい広場」の関係では契約栽培をしています。それでも、まだ足りないのが現状です。鷺山店に関しては、岐阜市で生産されたものしか販売できないので、こちらから出荷する訳には行きませんが、その辺の事を努力していかないと、生産者と農協がお互い手を組んできちんとやっていかないと、直売所は成り立たないというのが現状です。だから、瑞穂市で、今ここで、直売所をやるかやらないかと言っていても、本当に生産者の方が本気で契約して作っていただけるのか、というのが課題なんですね。今、特産品として、農協としても一品目運動というのを推進して、募集しておりますが、なかなか作ってもらえないのです。遊休地があったとしても作れないのが現状なんです。かと言って、作ってもらっても製品化できるかどうかは別問題なんですね。農産物というのは天候の加減でどうなるか、分かりませんのでね。ベテランの方が作られても、スーパーで売っているような、虫が食っていないような良いものはなかなか作れない。良いものではないですけどね。消毒がいっぱいしてあるので。見た目が良いものを消費者は好みますし、虫がついているのは、イヤですよね。
（井本委員）
　逆なんですよね。私が言った「話し合いが2つに分かれる」というのは、そこなんです。最近「フレッシュ」に行ったのですが、サラダセットみたいな物があったのですが、とっても綺麗なんですね。例えば、自分で大葉を作ると虫食ってしまうのに、綺麗ということは「自分の家で食べるものとは、農薬の量が違うかもしれない。」と疑う訳です。となると私たち消費者、子供を育てる者から言うと、地産地消の欲しい物はそれではないのです。虫を食っていても良いので、誰が作ったのかが分かって、その方の家でも食べているものが欲しいのです。となると、全く逆の方向、スーパーの方に進むとそっちの方向に進むんですね。大規模にするとそういうリスクが出てくるという事と、今の契約農家の話が、受けられる方が何人いるのかという具体的な話になりますよね。それで、スーパーの話になった時にあまりに生産者の方が心もとないではないでしょうか。
（伊藤参考人）
　今のところは良いですね。自分の家で食べる残りを出荷しているので、安全です。

（井本委員）
　そうですね。買う側は、私はその方が安心なんです。それで、わざわざそういう店を選んで買っているのです。

（伊藤参考人）
　確かにその通りなんです。

（井本委員）
　でもスーパーを、月1000万円を目指してスーパーを目指されるという事は・・・。
（伊藤参考人）
　スーパー式にすると、専門に作ってもらわなければならない。そうなるとある程度は消毒してもらわなければならないですね。

（井本委員）
　そうですよね。ですから、どっちの方向に目指したいのか、農業従事者の方々が。それと瑞穂市の消費者の方々、お母さん方が、今後瑞穂市が何かするとなった時に何が欲しいか、と言ったら、スーパーの数は、私は足りていると思うのです。そういう綺麗な野菜を買う所は足りていると思います。そうではなくて、虫が食っていようが、曲がっていようが「おじいちゃんおばあちゃんが作って自分も食べて安心な野菜なんだよね。だったら、買う時もすごく安心。」という物だったら、私は出向くんです。
（伊藤参考人）
　私は苗を売るときに、説明しているのです。

（井本委員）
　今は小さい規模だからできますけど、月1000万円の規模を目指すのなら無理ではないですか。
（伊藤参考人）
　そうなると大変なんですが、今のところは苗を買って行かれるときに、「おたくら消毒せんでも、苗を植えられたすぐに寒冷紗をかけてください。そうすれば安心安全なものが作れるよ。」と言って、説明しています。
（井本委員）
　それは、とても良い事であるのなら、バイパス沿いで、月1000万円売り上げる店を作れる？

（伊藤参考人）
　農家が協力してもらえれば、消毒なしでもできますね。

（井本委員）
　月1000万円の規模で、ですか？その辺が想像できないんですよ。
（会長）
　みなさん、様々なお立場・ご意見があるのは良く分かりました。ただ、公の審議会ですので、ある程度の方向は出して行かないといけないのですが、難しいのは、「○」か、「×」か、△はあるんでしょうが、こういう方向で行ってとか、経営は経営コンサルタントとか、或いは、様々なところのホームページを見ますと第３セクターでやるとか、色々な形はあると思いますが、いずれにしましても、後、実質1回でどっちの方向に向くかぐらいは決めないといけない、ということなんですが、それでご参考になるか分かりませんが、私は私の立場で、今まで実質7ヶ月経営してきた直売所の実質どれだけの費用が掛かって、どれだけの利益があったのか、それで売上は月30万円とか、結構あるんですが、実際の手数料自体は、実質運営7ヶ月ぐらいで、70万円くらい。雑収入を入れても70万円くらい。これでよろしいんですか？
（事務局佐藤）
　はい。

（会長）
　だから、実際、売上仕入とか、そういう事は別として、商業規模・会社の場合で考えると7ヶ月で71万円くらいしか儲かっていない、ということです。これに対して、反対側が掛かった経費ということで、テント設置料170万とか、いろいろ経費がありまして、実質7ヶ月で720万円くらいに達していますので、650万円くらいの損失が出るということです。それで、実際、緑色のところは次年度も使用できるので、一過性の物ではないということで、この費用を0円にして考えたものが裏面です。ランニング損益計算書という言葉は実際にはないのですが、ランニングコストだけで考えたものです。それで、現在、地代やそういったものは補助ということで経費としてはないと思いますが、月5万円くらいは払わなければならないだろうと、それと人件費は、実際掛かった分、みずほ公共サービスさんに支払った分と市役所の方々がやられている分を、年収400万円で2名くらいとして、大雑把に計算させていただくと7ヶ月で800万円くらいの損ではないかと。これを1年間にすると1300万円くらいの損であると。ですので、今の規模で、全く補助なしで運営していくと1300万円くらいの赤字になるのではないかという予想です。

　これが瑞穂市という特別な地域で、農地の保全であるとか、色々なことを考えていかなければならないという事で、意義があるのであれば、税金を投入する、或いは、第３セクターを設置してという事でも意義が認められるのですが、まあ、ここら辺をどう考えるかではないでしょうか？まあ、数字的な話だけなんですけど。

　もちろん、大規模にやれば話は違って来ると思うのですが、ただ、大規模にしたら、したなりに、今までみなさんがおっしゃっていた問題が出るということになります。


　まあ、何度も言いますが、それぞれのお立場から率直にご意見を言っていただけるのは、がんばっても次回くらいまでですので、よろしくお願いします。

（山本委員）
　ここへ集客することができないのであれば、出向いて欲しい。前回「車で・・・。」という話があったので、車1台に詰め込んで、（お客が）いるところへ、いるところへ出向いて行く。最終的には駅前まで行けば、全部はけるよね、っていうのがあって、そういう車を一台持っていればいいのではないのかな、と思っていました。
（会長）
　大きくするだけでなく工夫する手もあるかと思うのですが・・・。

（山本委員）
　みなさんの意見として「このままではいけない。」という事では一致しているのですね。「このままでは無理がある。」という方向では一致できるのですよね？

（会長）
　その方向でよろしいですか？

（各委員）
　各委員同意。
（小寺委員）

　私は議員の立場で、ここに参加しているが、議員の中で委員を選ぶのに所信を述べてから投票により決めたので、その時の所信を報告して、私の意見としたいと思います。

　私は柿振興会の会長で、柿を9反ほど作っています。昨年は柿の値段がなかなか上がらず、柿生産者もなかなか収入を得られないということで、直売所で直接売って、所得を増やしたいと思っている。それで、直売所の実験研究委員会とも関わってきまして、この直売所を行うことによって、瑞穂市の農業が振興するという事と市として振興策を作っていく必要があるのではないかという事と農家の方々が生産意欲を高めてここへ直接持ってくるという事、そういう事を組織していくという立場から言って、ぜひ、直売所を作っていく必要があるかなと、さらに地産地消という事で生産者と消費者が交流して、もっと良い安全でおいしい農産物を作れるかなという思いを持っておりますので、そういう立場で審議会に臨むということを述べてきました。ですので、私の立場は、ぜひ、直売所を作っていきたいという立場で臨んでおるということでございます。具体的にどうするかは、これからみなさんと議論していきたいと思います。

（会長）
　「今のままではいけない。」ということが出発点という事で、みなさんよろしいでしょうか？そうしますと、いずれかの形で発展的に行くのか、閉じるのか、どちらかになると思います。それで、「店を閉じる。」というご意見の方もおみえであると思いますが、それにしても取り敢えず、このような形であればできるのではないか、という案を聞いてからでも良いのではないかと思うで、次回、具体的な案がありましたら、聞きたいのですが、出ますか？
（小寺委員）

　将来像ですか？瑞穂市で作るならこういう物であるという。

（会長）
　ええ。

（福野委員）
　それにしても、思いますのは、どのようにやるのか、どのような規模で行うかを含めないと・・・。だいたい考え方としては、審議会を行う以上はそれなりに前向きにまとめて行こうという目的は最初からあると思います。初めから店を閉じようと思って審議会なんかやる必要ないですから。そういう原点に立って初めて意見を言うのですが、それはそうやけど無責任に意見は言えないので、「やりたい」のと「やれる」のとは訳が違うので、そこを考えなければならない。だけど、僕は将来的な事を考えると農産物の販売というのは安心安全で地元の物を、即出して、そしてそれを消費者が安く買えるし、安全で、生産者の顔が見えるよ、ということで、将来の流れとしては、そのようになっていくと思うが、ただ、生産者もすぐその気になれるかというと、「たまごが先か鶏が先か。」という議論になってしまうけど、売上が良くなれば生産者も作るし、あんまり儲からないということになれば「フレッシュに出した方がいいわ。」となってしまうし、前向きに考えようとしても、ある程度の規模というか、方向というか、それなりのものを考えないといけない。本当は、地元の野菜だけで、成り立てば良いが、JAさんだって受け皿として「はい。」と言えないのは、赤字になることは分かっているから。だって、野菜だけでは絶対儲からないですから。だけど、それをうまくやっていくためには、どの程度の規模で、契約栽培までいかないまでも、出せる方が出せるようにする方向がなければ、お話にならない。だからやれるような方向付けをいかにするかという事とどれくらいの規模で始めるかを考えていかなければならないと、やる方向にしてもむちゃくちゃ大きな話も無理かなと思います。だけど、前向きに考えるとどんなことができるのかな、ということを考えていかないとダメだと思います。

（宇野委員）
　休耕田で、5~6人くらいの人が共同でね、やられるのも、楽に仕事ができるではないかと思うのですが。5～6人くらいの人で、大きな場所で生産できたらいいですよね。今、揖斐川の向こうで大きなハウスでやってますよね。そういう地域の特産物というか、各務原市のにんじんを多く作っていますが、そういうものを自分たちが構えてやっていけるか、というのが根底にないと、これは進まない話ですよね。やっぱり、採算性が合うには知恵を出し合って、ものすごく休耕田が多いので、そういう所の活用と思ったのです。
（福野委員）
　時代的には、これから定年を迎える方多くなる事は分かっていますが、そういう人も農業に関わっていけるような方向になっていけば良いのですが、現実、この瑞穂市内では、そういう状況ではない。

（宇野委員）
　山の方では、百姓・百姓と言ってテレビでもやっていますが、瑞穂市では、そういう体制づくりは難しいということですね。

（福野委員）
　ただ、流れとしては、これから退職する人は益々増えるので、そういう意味では休耕田に限らず、そういう事を出来る人が出てくるのは事実であるけれども、そういう風に進めていかなければならないのも事実ですね。



　ただ、立ち上げたらいっきに出来るかと言えば、そういう状況ではないと思います。
（宇野委員）
　何か希望を持ちながら、何か進めていただくには、何かこの審議会で方向性を見出すか、どうするかという問題ですね。

（福野委員）
　良い話をされても、すぐに現実の問題を考えてしまうので、「やれよ」と言って、誰が作ってくれるかな、と思ったら誰もいないでは、ダメですよね。20人や30人では、とても無理やし、でも、それから増やしていけるということであればいいんですが、でも、すぐ経営ができてしまうということにはならないと思うんです。

（宇野委員）
　ここ2~3年、市からの援助があって、なんとか軌道に乗るまでは、援助してもらえるという保障があっての事であれば、いけるかもしれないですけどね。

（福野委員）
　それは、答申の中にうたっても良いと思います。今後、時代の流れも考えて、食の安全安心ということから、できるだけ地元で生産された消毒が少なくて、減農薬で直接販売して、時間が短くて、おいしいものを出せるという事で、時間を掛けながらという意味で、行政としても多少の援助はしていかないとできないという事でまとめれば良いと思うのです。

　その辺についても、どうまとめるかというのは、今の段階では、みなさんにどうやったら良いか、と思っています。


　僕は、JAとしては「引き受ける」とは言わないと思うのです。

（宇野委員）
　それで、瑞穂市が地理的条件でどうなるのか。段々、市街化区域が広がっているが、瑞穂市全体が市街化区域になってしまうのであれば、農業はできなくなってしまいますね。

（福野委員）
　これから退職する人も増えるので、農業に携わってくださる方が増えるといいなと思いますが、ただ、現実としては、農業委員会でも耕作放棄地をどうかと、という事をやっているぐらいですから、相反しているのですが、ただ、現実としては、いい加減な面だけでは進まないので、赤字が出た時誰が補填してくれるのか、と言ったら誰も補填してくれないのではダメなので、その辺も踏まえて答申しなければならないと思っています。

　ただ、規模は最初から大きいのは無理だと思います。順番に良くしていくような方向にして、最初は、市から場所を提供してもらって、税金を投入してもらって、場所くらいは良いけれど、本当に順番にしていかないといっきには無理だと思います。生産者にも「フレッシュ」に出さなくてもここでなんとかなっていくよ、という風にしむけない限りは無理ですよね。ということで、前向きにまとめるとどうなるか、をみんなで考えたらどうかな、と思います。
（会長）
　時間も迫ってまいりましたので、「現状では、多分難しいであろう。」という事では、みなさん、この第２回で分かっていただけたと思いますので、これを共通理解としまして、「設置の有無について」と「独立採算性について」ということなんで「将来の具体像を出せ」という事ではないと思うのですが、「設置の有無」と「独立採算性」について、「○」「×」を出す段階で、どうしても踏み込んでいかなければならない場面があると思いますので、「これならいける」という試案がある方は、第３回までに事務局へご提出ください。次回はそれをたたき台にして議論したいと思います。それでは、次回は9月30日（水）午後３時からということで、特に問題はありませんでしょうか？
（福野委員）
　多分、これ、行政としては11月25日に答申を出せ、ということは、予算化するという事を踏まえているという事がはっきり読み取れますが、私としては、大変だなという思いがありますので、もう1回くらい余分に挟んでもらえるといいな、と思います。そうしないと話をまとめずに答申することになってしまわないか、心配です。

（会長）
　みなさんはどうですか？やむを得ない場合は、もう１回増えてもよろしいですか？私も第３回で方向を決めるときに、みなさん、これではとても方針を決めるのは無理だ、となると思いますので、第３回が終わった時点で、みなさんのご意見をお聞きして、もう１回増やすかどうかを決めたいと思います。それで、今後、前向きに考えるのであればどうするべきか、ということが問題になると思いますので、それを踏まえてどの案もダメということになれば、ダメということになりますので、みなさまの方には、いついつまでに具体案を、というお尋ねがあると思いますので、なるべく具体的な方向を示していただけますようにお願いします。
